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要 旨

本研究は、介護専門職の自律性尺度を作成し、介護福祉士資格の有無と介護職としての

経験年数による差異を比較することを目的に実施した。研究対象は、Ｙ県介護職員１２０人

のうち研究協力の得られた１１６人（回収率９６．７％）である。

結果、介護専門職自律性尺度は「介護実践力」「職業倫理観」「介護専門知識」「個人の

自律性」「自立的判断力」という５つのカテゴリーが抽出された。クロンバッハ α係数は

それぞれ、０．９０、０．８４、０．７７、０．６６、０．７１だった。介護福祉士資格の有無別自律性は、

「介護専門知識」のカテゴリーにおいて、資格有が資格無より有意に高かった。経験年数

別自律性は、「介護実践力」のカテゴリーにおいて、３年以上６年未満が３年未満より有

意に高かった。また、「介護実践力」「職業倫理観」「介護専門知識」「自立的判断力」のカ

テゴリーにおいて、６年以上が６年未満より有意に高かった。「個人の自律性」のカテゴ

リーにおいて、６年未満が６年以上より有意に高かった。このことから、介護福祉士教育

を土台にした介護専門職の養成と、経験年数に応じた継続教育の必要性が示唆された。
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� 緒 言

日本学術会議社会福祉・社会保障研究連絡委員会は、１９８７年２月、「社会福祉における

ケアワーカー（介護職員）の専門性と資格制度について（意見）」を報告し、寮母・ホー

ムヘルパーなどケアワーカーに関する専門性、資格制度について検討がなされていた。そ

のなかで、ケアワーカーの専門性として、「社会福祉に働く者としての倫理性や、みずか

らの役割認識、更に社会福祉制度への理解を前提として、現在の家政学などの成果を十分

組み入れた家事援助、個々の高齢者の自立度や病状など個別の事態に対応できるよう介護、

更に医療関係者とのチームワークを組めるだけの教養」を求めている。その後、福祉関係

者の資格制度についてその必要性が政府提案により国会審議が可決され、１９８７年５月、

「社会福祉士及び介護福祉士法」によって介護福祉士は誕生した１）。

介護福祉士教育に使用されている書籍の中で、岡本２）は、キルケゴールやカント、バイ

スティックなどを提示しながら「全人介護」の視点によって専門性を確立する必要性につ

いて述べている。また、澤田３）は、福祉倫理と介護福祉実践に必要な専門知識、専門技術

の３つの構成要素から成ると述べ、ナイチンゲールやウィーデンバック、ミラーソン、阿

部志郎の視点を取り上げている。このように、介護職の専門性としての枠組みには、哲学

者、社会福祉学者、看護学者による概念が引用されている。

さらに、金井４）は、本来、看護・介護職は、患者・利用者の生活過程の不自由さに関心

を寄せ、その方の認識のあり方に着眼しながら、適切な“生活の処方箋”を描くことがで

きる専門職である、と述べている。また、専門職であるためにはその場の自己決定、自己

責任を持つという自律性が必要である５）。つまり、専門職としての自律性の確立は、介護

福祉士の質の向上に不可欠な要素なのである。

看護の自律性について、志自岐６）は、「他者（患者）の価値観および権利を尊重・擁護し、

権威に従属せず、自らの信念・価値観に基づいて意志決定を行い、その結果に責任を持つ

という看護師としての役割行動」と述べている。また、菊地ら７）は、「高度な専門技術に裏

付けられた自主性、主体的な判断と適切な看護実践という看護活動における専門的な能

力」と位置づけている。
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このように、看護専門職である看護師の自律性については尺度開発がなされているが、

ケアについては看護同様専門職である介護福祉士の自律性に関する先行研究は見当たらな

い。介護専門職としての、介護福祉士独自の自律性を測定する尺度を作成することによっ

て、介護福祉士教育に貢献する資料になると考える。

ところで、介護福祉士は名称独占業務であり、介護職員は有資格者だけではない。介護

福祉士の自律性の研究の一次調査として、今回、介護職員に自記式質問紙調査を行い、自

律性の因子分析をすることによって、介護専門職自律性測定尺度を作成することを目的に

研究を実施した。

�．用語の定義

介護専門職自律性：利用者の生活習慣や生活信条を尊重し、専門的知識に裏づけされた

判断のもと、介護活動を決定し実践する能力

�．研 究 方 法

１ 研究対象

Ｙ県社会福祉協議会主催介護職員講習会に参加した介護職員１２０人のうち、研究協力の

得られた１１６人（回収率９６．７％）を研究対象とした。

２ 研究方法

１）調査方法

平成２１年６月９日、Ｙ県社会福祉協議会主催介護職員講習会の終了後に無記名自記

式質問紙を配布し、その場で回収した。

２）調査内容

� 基本属性

基本属性としては、性別、年齢、経験年数、勤務施設種別、職位、介護福祉士資

格の有無についての調査項目とした。
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� 介護専門職自律性に関する調査項目

質問紙作成手順は、自律性に関する先行研究文献検討および介護福祉士の専門性

に関する文献検討８）９）１０）１１）１２）により、質問項目を作成した。質問項目は、介護福祉士

の介護技術や意志決定過程における特徴的な行動を表す項目を収集し、自律性に共

通して必要とされる共通因子を整理する。また、介護福祉士教育課程に携わる専任

教員２名よりスーパーバイズを受け、５１項目を作成した。

３ 分析方法

質問項目は、各項目に対して「かなりそう思う」から「全くそう思わない」までの５段

階評定を定めた。また、黙従反応の影響を除去するために、否定的意味を持つ項目を含め

集計時に得点を反転させた。介護専門職における自律性の構造を明らかにするために因子

分析にて、共通因子を抽出する。各下位尺度の信頼性には、信頼性係数（Cronbachの α）

にて確認する。

統計解析は、SPSS１１．０J for windows統計ソフトパッケージを使用した。

� 基本属性は単純集計し分析した。

� 自律性尺度の因子分析については、介護専門職自律性を測定する５１項目について因

子分析（最尤法、プロマックス回転）により、２３項目５因子を抽出した。

� 介護専門職自律性尺度を用い、介護福祉士資格の有無による差異、経験年数による

差異等について、Mann-WhitneyのＵ検定を用いて分析した。

４ 倫理的配慮

介護職員講習会に参加した全員に対し、本研究の趣旨と内容について文書と口頭で説明

した。また調査協力は任意であること、調査は無記名とし結果は統計処理し守秘義務を厳

守すること、データは研究の目的以外には使用しないことを約束した。
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表１ 対象者属性 ｎ＝１１６

項目 人 （％）

性別 男性
女性

３７
７９

（３１．９）
（６８．１）

経験年数 ３年未満
３年以上６年未満
６年以上１０年未満
１０年以上

３９
４３
２５
９

（３３．６）
（３７．１）
（２１．６）
（７．８）

施設種別 介護老人福祉施設
介護老人保健施設
グループホーム
通所介護・通所リハビリ
その他

５２
１１
１２
３３
８

（４４．８）
（９．５）
（１０．３）
（２８．４）
（６．９）

職位 スタッフ
主任・副主任介護職
介護長（介護職トップ）
その他

１０８
４
１
３

（９３．１）
（３．４）
（０．９）
（２．６）

介護福祉士資格 有
無

５１
６５

（４４．０）
（５６．０）

平均年齢 ３７．８歳（ＳＤ±１０．３）

�．結 果

１ 基本属性（表１）

対象者の属性は表１に示した。

対象者の平均年齢は、３７．８歳（ＳＤ±１０．３）だった。性別は、男性３７人（３１．９％）、女

性７９人（６８．１％）だった。

経験年数は、３年未満が３９人（３３．６％）、３年以上６年未満が４３人（３７．１％）、６年以上

１０年未満が２５人（２１．６％）、１０年以上が９人（７．８％）だった。

勤務先の施設種別は、介護老人福祉施設は５２人（４４．８％）、介護老人保健施設は１１人

（９．５％）、グループホームは１２人（１０．３．％）、通所介護・通所リハビリは３３人（２８．４％）、

その他は８人（６．９％）だった。

対象者の職位は、スタッフは１０８人（９３．１％）、主任・副主任介護職は４人（３．４％）、介

護長（介護職トップ）は１人（０．９％）、その他は３人（２．６％）だった。

介護福祉士資格の有無は、資格有は５１人（４４．０％）、資格無は６５人（５６．０％）だった。
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２ 介護専門職自律性尺度（表２、表３）

介護専門職自律性の因子分析結果は表２に示した。

質問５１項目について、最尤法プロマックス回転による因子抽出を行ったところ２３項目が

抽出された。

第１因子は８項目で構成され、クロンバッハ α係数は０．９０だった。項目内容は、利用

者の生理的変化等に応じた介護方法選択や介護実践、介護の手際良さ、他職種連携の実践、

終末期の心身ケアの実践に関する項目で構成されていたことから、「介護実践力」という

カテゴリーとした。

第２因子は７項目で構成され、クロンバッハ α係数は０．８４だった。項目内容は、利用

者の価値観やニーズ、生活習慣の理解や、心理面への配慮に関する項目で構成されていた

ことから、「職業倫理観」というカテゴリーとした。

第３因子は３項目で構成され、クロンバッハ α係数は０．７７だった。項目内容は、個別

的介護実践や残存機能活用の理解、他職種の機能の理解という項目で構成されていたこと

から、「介護専門知識」というカテゴリーとした。

第４因子は３項目で構成され、クロンバッハ α係数は０．６６だった。３項目とも、質問

内容は逆転項目である。項目内容は、他者助言による介護方法の選択、利用者の心情表現

による精神的援助計画、利用者の意志を尊重した介護方法の選択という項目で構成されて

いたことから、「個人の自律性」というカテゴリーとした。

第５因子は２項目で構成され、クロンバッハ α係数は０．７１だった。項目内容は、介護

方法を一人で選択できる、状況に応じた適切な介護の推測という項目で構成されていたこ

とから「自立的判断力」というカテゴリーとした。

因子分析から得られた対象者の自律性を、カテゴリー毎に点数化したものを表３に示し

た。

介護実践力は３．１２（ＳＤ±０．７１）、職業倫理観は３．３０（ＳＤ±０．５５）、介護専門知識は

３．４９（ＳＤ±０．７３）、個人の自律性は２．６５（ＳＤ±０．６４）、自立的判断力は２．７０（ＳＤ±

０．８５）だった。
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表２ 介護職員自律性の因子分析 ｎ＝１１６

質問項目 介 護
実践力

職 業
倫理観

介護専
門知識

個人の
自律性

自立的
判断力 共通性 α係数

１ 私は利用者の急激な生理的変化（嘔吐、意識
喪失など）に対応することができる ０．９１３ －０．０８４ －０．０３７ －０．０６６ ０．１１３ ０．７７８

０．９０

２ 私は緊急時にも落ち着いて介護を行うことが
できる ０．７９１ －０．０３７ ０．０２９ －０．０８５ ０．１１６ ０．６６６

３ 私は突然の利用者の生理的変化（発熱、悪寒
など）に応じて介護方法を変更できる ０．７３５ －０．０２２ －０．０５２ ０．１２３ －０．０２４ ０．５５０

４ 私は利用者の多くの情報から必要な介護を選
択することができる ０．５８８ ０．３８７ ０．０２４ ０．０４５ －０．１５４ ０．６９９

５ 私は他職種（看護師、栄養士、理学療法士な
ど）と連携を上手にとることができる ０．５５１ ０．１１０ ０．３７５ －０．０１０ －０．２９７ ０．６０５

６ 私は手際よく介護ができる ０．５４４ ０．１２３ －０．１０７ ０．１４４ ０．２６２ ０．６５０

７ 私は終末期における身体ケアが実践できる ０．４８３ ０．０３８ －０．００８ ０．２７８ ０．１３７ ０．５６２

８ 私は終末期における精神ケアが実践できる ０．４２２ －０．０７８ ０．１３０ ０．０４９ ０．１９７ ０．３６７

９ 私は利用者の価値観を十分に理解することが
できる －０．１０８ ０．７３３ －０．０８８ ０．０５７ －０．１００ ０．３９３

０．８４

１０ 私は利用者の心理的問題を利用者から直接聞
きだすことができる ０．００５ ０．６７９ ０．０１４ －０．００７ ０．０５８ ０．５１０

１１ 私は利用者の言動と感情の不一致を理解する
ことができる ０．０５３ ０．６６４ ０．０６５ －０．２２３ ０．１２６ ０．５２７

１２ 私は利用者のニーズに一致した介護を選択す
ることができる ０．０９８ ０．６４２ －０．１７９ ０．３７０ －０．０２１ ０．６８０

１３ 私は利用者が内心抱いている不安を状況から
推測することができる ０．１９５ ０．６２６ ０．０００ －０．２２７ －０．０８５ ０．４２７

１４ 私は利用者の言動から性格や生活習慣を読み
取ることができる －０．０２０ ０．５７６ ０．０６２ －０．１３３ ０．２８５ ０．５１２

１５ 私は利用者の主体性を尊重した介護が実践で
きる －０．２９２ ０．４４８ ０．３９５ ０．３１１ ０．０２０ ０．６０１

１６ 私は利用者の個別性を考慮した介護が実践で
きる －０．１１７ －０．１０６ ０．８０９ ０．０７１ ０．２１３ ０．６７４

０．７７１７ 私は他職種（看護師、栄養士、理学療法士な
ど）の基本的機能が理解できる ０．２４９ ０．０１２ ０．７１６ －０．１２８ －０．０１７ ０．７０７

１８ 私は残存機能をいかした介護が理解できる ０．０７０ ０．０３１ ０．５１１ ０．１４０ ０．００８ ０．４０７

１９ 私は他者の助言を受け入れなければ介護方法
を選択することができない －０．１９９ ０．３６６ －０．０６１ －０．６２３ ０．０４９ ０．３８５

０．６６２０ 私は利用者が心情を表現してこないと精神的
援助を計画できない ０．０６８ －０．０６７ －０．０６６ －０．５７１ ０．０６１ ０．３３２

２１ 私は利用者の意志を尊重せずに介護方法を選
択してしまう －０．０２０ －０．０５９ ０．０１９ －０．４４２ －０．１１６ ０．２８１

２２ 私は介護方法を自分一人で選択できる ０．１５９ －０．０６５ ０．０４７ ０．０２１ ０．６８４ ０．６０２
０．７１

２３ 私は十分な情報がなくても現在の状況から適
切な介護を推測できる ０．０６５ ０．０７２ ０．１１７ －０．０４７ ０．６０８ ０．５２２

寄与率 ３６．２９７ ６．０３９ ４．１０５ ４．３３３ ３．３０４

因子抽出法：最尤法 回転法：Kaiserの正規化を伴うプロマックス法 ０．８９

介護専門職自律性尺度作成（橋本） ９５



自律性 平均得点 ＳＤ

介護実践力
職業倫理観
介護専門知識
個人の自律性
自立的判断力

３．１２
３．３０
３．４９
２．６５
２．７０

（±０．７１）
（±０．５５）
（±０．７３）
（±０．６４）
（±０．８５）

表３ 介護職員の自律性尺度 ｎ＝１１６

自律性 資格有 ＳＤ 資格無 ＳＤ 検定

介護実践力
職業倫理観
介護専門知識
個人の自律性
自立的判断力

３．２５
３．４０
３．７７
２．５４
２．８３

（±０．７１）
（±０．５５）
（±０．６９）
（±０．６９）
（±０．８８）

３．０２
３．２２
３．２８
２．７２
２．６０

（±０．７０）
（±０．５４）
（±０．６９）
（±０．６０）
（±０．８２）

n.s.
n.s.
***
n.s.
n.s.

Mann－WhitneyのＵ検定＊＊＊p＜．００１，n. s.：not siginificant．

表４ 介護福祉士資格有無別自律性尺度 ｎ＝１１６

３ 介護福祉士資格の有無別自律性尺度（表４）

介護福祉士資格の有無別自律性を表４に示した。

介護専門知識のカテゴリーにおいて、資格有の３．７７（ＳＤ±０．６９）が、資格無の３．２８

（ＳＤ±０．６９）より有意に高かった（p＜．００１）。

４ 経験年数別自律性尺度（表５、表６）

介護職員としての経験年数３年未満と３年以上６年未満別自律性を表５に示した。

介護実践力のカテゴリーにおいて、３年以上６年未満の３．１４（ＳＤ±０．５８）が、３年未

満の２．８０（ＳＤ±０．６７）より有意に高かった（p＜．０５）。

介護職員としての経験年数６年未満と６年以上別自律性を表６に示した。

介護実践力のカテゴリーにおいて、６年以上の３．４８（ＳＤ±０．７５）が、６年未満の２．９８

（ＳＤ±０．６４）より有意に高かった（p＜．００１）。職業倫理観のカテゴリーにおいて、６年

以上の３．５４（ＳＤ±０．６６）が、６年未満の３．２０（ＳＤ±０．４７）より有意に高かった（p

＜．０１）。介護専門知識のカテゴリーにおいて、６年以上の３．７３（ＳＤ±０．７６）が、６年未

満の３．４０（ＳＤ±０．７０）より有意に高かった（p＜．０５）。個人の自律性のカテゴリーにお

いて、６年未満の２．７３（SD±０．６１）が、６年以上の２．４５（ＳＤ±０．６９）より有意に高かっ

た（p＜．０５）。自立的判断力のカテゴリーにおいて、６年以上の３．０６（ＳＤ±０．９４）が、
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自律性 ３年未満 ＳＤ ３年以上６年未満 ＳＤ 検定

介護実践力
職業倫理観
介護専門知識
個人の自律性
自立的判断力

２．８０
３．１４
３．２５
２．７８
２．４５

（±０．６７）
（±０．４１）
（±０．７４）
（±０．６１）
（±０．８８）

３．１４
３．２５
３．５３
２．６７
２．６５

（±０．５８）
（±０．５１）
（±０．６５）
（±０．６２）
（±０．７４）

*
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Mann－WhitneyのＵ検定＊p＜．０５，n. s.：not siginificant

表５ 経験年数（３年未満，３以上６年未満）別自律性尺度 ｎ＝８２

自律性 ６年未満 ＳＤ ６年以上 ＳＤ 検定

介護実践力
職業倫理観
介護専門知識
個人の自律性
自立的判断力

２．９８
３．２０
３．４０
２．７３
２．５５

（±０．６４）
（±０．４７）
（±０．７０）
（±０．６１）
（±０．７７）

３．４８
３．５４
３．７３
２．４５
３．０６

（±０．７５）
（±０．６６）
（±０．７６）
（±０．６９）
（±０．９４）

***
**
*
*
**

Mann－WhitneyのＵ検定＊p＜．０５，＊＊p＜．０１， ＊＊＊p＜．００１

表６ 経験年数（６年未満，６年以上）別自律性尺度 ｎ＝１１６

６年未満の２．５５（ＳＤ±０．７７）より有意に高かった（p＜．０１）。

�．考 察

１ 介護福祉士資格の有無と介護専門職自律性

過去、介護は経験と独自の方法によって家族が担ってきた。しかし、急激な高齢化に

よって介護福祉士という国家資格が誕生し、さらに介護の専門職としての介護福祉士に対

する人々の期待は向上している。

それまで家族が行ってきた介護になぜ専門性が必要であるかについては、対象者の真の

ニーズを的確に捉えて科学的に介護実践を展開していくという介護過程において必要不可

欠な能力だからである。この点については、異同について多々比較にあげられる看護に重

なる視点である。介護支援専門員の保有資格を比較対照とした意識調査１３）では、介護福祉

士と看護師間ではケアマネジメントに対する考え方について有意差は認められず、社会福

祉士は、「危機介入」といった援助実践が高く、「プランニング」が低いという結果がみら

れた。つまり介護福祉士と看護師は社会福祉士とは違い、活動範囲がミクロ実践を中核と
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して認識していたことによる。この違いは、１９８７年に「社会福祉士及び介護福祉士法」に

よって社会福祉士と介護福祉士は法制度化されながらも、社会福祉士は１８００年代より発展

してきたソーシャルワークの歴史があり、それと比較して介護福祉士は「介護」という概

念がまだ新しく、地域看護に存在していた生活者への「看護」の枠組みからの変遷を経て

成長した背景が関連していることが推測できる。

今回の研究では、「介護専門知識」のカテゴリーにおいて、介護福祉士資格有が、介護

福祉士資格無より有意に高い結果があった。先に述べたように、介護専門知識は介護過程

の展開に不可欠な要素である。さらには、介護は人々の生活の中に入り込み、他職種より

もっとも対象者に身近で広い範囲の時間を共有することとなる。生活を支援するというこ

とは、対象者のライフサイクルにおけるプラスの側面もマイナスの側面も受容して関わっ

ていくことが前提となる。そこに、看護の枠組みからの変遷を経て成長してきた介護の独

自性が存在すると考える。看護の対象は、すべての健康レベルにある人々へのケアであり、

介護の対象は生活者へのケアである。つまり、ミクロ実践を中核とした看護と介護のプロ

セスのゴールは重なるとしても、看護過程は健康回復・健康維持という問題解決思考とい

う展開をされ、介護過程は生活者の強みやもっている力に焦点を当て可能性志向として展

開されていくのである。

ところで、介護の対象者は高齢者や障がい者、児童等を含む生活者である。介護の対象

者への正しい知識を持つことによって、対象者へのイメージはプラスに転換し、さらに、

肯定的イメージを持つことによって介護の質の向上につながる１４）１５）１６）。つまり、さまざま

な心身機能の障がいを持つ人々に関わる上では、対象者への正しい知識を持つことが質の

高い介護につながる要素の一つであり、このことからも介護専門知識の習得が必要である

と考えられる。

２ 経験年数と介護専門職自律性

経験年数別自律性は、「介護実践力」のカテゴリーにおいて、３年以上６年未満が３年

未満より有意に高かった。つまり、３年の実務経験が介護職員の実践力を高めていること

がわかる。が、他のカテゴリーにおいては有意な差はみられなかった。経験年数別に看護

師の自律性との関連性を調査した先行研究１７）では、若い看護師、中堅看護師、ベテラン看
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護師間の人間関係が否定的になることによって自律性が低下していた。新人介護職員にお

いても、日々の経験によって実践力は身についても、科学的根拠に基づいた判断は容易で

はないことが推測される。上司や先輩は適宜新人介護職員に対し必要なサポートを行い、

ひいては新人自らが解決困難な課題を克服できるような体制が必要であると考える。

経験年数６年以上になると「介護実践力」「職業倫理観」「介護専門知識」「自立的判断

力」のカテゴリーにおいて、６年未満より有意に高くなっていた。メイヤロフ１８）は、ケア

によってケアされる人が自己実現に向かうばかりではなくケアする人も変化し成長を遂げ

る、と述べている。本来、自律（Autonomy）という概念は個人の基本的特性を表すが、

経験によって知識や実践力が向上するばかりではなく、職業倫理としての専門職的態度に

おいても成長が見られることはケアの実践が人間的態度の育成に寄与していることがうか

がえる。

また、卒業後の新人教育や現任教育の実施によって、介護職員の職務満足感は向上す

る１９）。自律性を高めるためには、生涯教育の実現と、介護職員の職務遂行能力の程度に応

じた権限や職務の譲与を推進することが必要である。

２００６年、厚生労働省は、介護福祉士制度の見直し等について、介護職員の量的確保と質

的向上の必要性、一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受けるという方向での一元化、

介護福祉士資格取得後の生涯教育の必要性について、新たな視点を示した２０）。

介護専門職としての枠組みに引用されている専門職の定義は、前述したように哲学者、

社会福祉学者、看護学者による概念が存在する。介護福祉士はまだ歴史が浅く、さらに介

護の対象は生活者であるため、支援活動の範囲は広く、専門性を明確に確立していくこと

が容易ではない。しかしながら、介護を社会で支える仕組みづくりが必要な現在において

は、介護福祉士教育を土台にした介護専門職の養成と、経験年数に応じた継続教育によっ

て介護は専門性を確立した介護福祉学となりうると考える。

３ 研究の限界と今後の課題

今回の研究対象者は１１６人であり、尺度開発としては不十分な人数である。今後は対象

者数の確保が必要である。さらに、専門職性としての自律性を調査するためには、介護福

祉士の有資格者に焦点をしぼった自律性尺度開発が必要と考える。
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�．結 論

介護専門職自律性について以下のことが明らかになった。

①介護専門職自律性として因子分析した結果、「介護実践力」「職業倫理観」「介護専門

知識」「個人の自律性」「自立的判断力」という５つのカテゴリーが抽出された。

②介護専門職自律性においてもっとも点数が高かったのは、「介護専門知識」だった。

③介護福祉士資格の有無別自律性は、「介護専門知識」のカテゴリーにおいて、資格有

が資格無より有意に高かった。

④経験年数別自律性は、「介護実践力」のカテゴリーにおいて、３年以上６年未満が３

年未満より有意に高かった。

「介護実践力」「職業倫理観」「介護専門知識」「自立的判断力」のカテゴリーにおいて、

６年以上が６年未満より有意に高かった。「個人の自律性」のカテゴリーにおいて、６年

未満が６年以上より有意に高かった。

文 献

１）一番ヶ瀬康子，仲村優一，北川隆吉編：高齢化社会と介護福祉，ミネルヴァ書房，１９８８．

２）岡本千秋：介護福祉学，中央法規出版，５９－６９，２００２．

３）澤田信子，介護福祉学学習事典第２版，医歯薬出版株式会社，７１９－７２２，２００７．

４）金井一薫：KOMI記録システム，株式会社現代社，２００５．

５）川村佐和子：看護師の「自律」，看護学雑誌，７３（１），４－２３，２００９．

６）志自岐康子：看護婦の専門的自立性と関連する因子の分析，東京都医療技術短期大学

紀要，７６，１９９８．

７）菊池昭江，原田唯史：看護専門職における自律性に関する研究，看護研究，３０

（４），２３－３４，１９９７．

８）前掲書２）

９）前掲書３）

山 形 短 期 大 学 紀 要 第４２集１００



１０）前掲書５）

１１）前掲書６）

１２）前掲書７）

１３）井上深幸，柳側育子：在宅介護支援センターにおけるケアマネジメントの実態－介護

支援専門員の意識及び実践の実態調査を通して－，日本看護福祉学会誌，１３（２），１

－１２，２００８．

１４）松村孝雄，横川剛毅：知的障害者のイメージとその規定要因，東海大学紀要文学部第

７７輯，１０１－１０９，２００２．

１５）桂晶子，佐藤このみ：看護大学生が抱く認知症高齢者のイメージ，宮城大学看護学部

紀要，１１（１），４９－５６１，２００８．

１６）橋本美香：介護福祉士養成課程にある学生の認知症高齢者イメージ，山形短期大学教

育研究，９，５５－６１，２００９．

１７）菊池昭江：看護専門職における自律性と職場環境および職務意識との関連－経験年数

ごとにみた比較－，看護研究，３２（２），２－１３，１９９９．

１８）ミルトン・メイヤロフ：ケアの本質－生きることの意味（田村真，向野宣之訳），ゆ

みる出版，東京，１９８９．

１９）菊地一穂，橋本美香，三瓶典子：新人介護福祉士のストレスと達成感の実態，日本介

護福祉学会，１６，２０７，２００８．

２０）厚生労働省：社会保障審議会福祉部会，平成１８年１０月２５日資料．

２１）堀内ふき：看護と介護の異同－高齢者ケアにおける看護と介護を考察する－，保健医

療社会学論集，１８（２），１３－１７，２００８．

２２）渡辺裕美：看護と介護の異同―介護福祉の専門性―，保健医療社会学論集，１８

（２），１８－２３，２００８．

２３）今堀陽子，作田裕美，坂口桃子：臨床領域別にみた看護師の専門職的自律性の差異－

行動と態度の側面から－，滋賀医科大学看護学ジャーナル，７（１），１１－１６，２００６．

介護専門職自律性尺度作成（橋本） １０１






